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船舶事故調査報告書 

 

                               令和２年１月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３１年１月２８日 ０８時００分ごろ 

発生場所 愛知県田原
た は ら

市伊
い

良
ら

湖
ご

岬南東方沖 

 伊良湖岬灯台から真方位１２７°２０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２２.７′ 東経１３７°２０.３′） 

事故の概要  漁船 橘
たちばな

丸は、南南東進中、また、漁船幸洋
こうよう

丸は、北東進中、両船

が衝突した。 

 橘丸は、右舷船首部に擦過傷を生じ、また、幸洋丸は、左舷船首部

外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成３１年２月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 橘丸、１４トン 

   ＡＣ２－４２２７（漁船登録番号）、個人所有 

   １７.４５ｍ（Lr）×４.３０ｍ×１.５８ｍ、軽合金 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１６０、昭和６３年１０月２１

日 

Ｂ 漁船 幸洋丸、９.４２トン 

   ＭＥ２－６０４８（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９８ｍ（Lr）×３.１０ｍ×０.９７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３２３.６０kＷ、昭和５２年２月５日 

   第２５２－５４１５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４６歳 

   一級小型船舶操縦士 

      免許登録日  平成１７年８月２６日 

      免許証交付日 平成２６年１０月２７日 

            （令和２年８月２５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年８月１５日 

    免許証交付日 平成２８年２月２９日 

           （令和４年１月２５日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に破口及び擦過傷、前部マストに折損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５～１.０ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、底びき網漁を行う目的

で、平成３１年１月２７日１８時００分ごろ、伊良湖岬南東方沖の漁

場に向けて愛知県蒲郡市形
かた

原
はら

漁港を出港した。 

 Ａ船は、漁場に到着して操業を行い、２８日０７時５０分ごろ、３

回目の操業を終えたのち、４回目の操業場所に向けて約８～９ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により南南東進し

た。 

 船長Ａは、４Ｍレンジとしたレーダーで、約３～４Ｍ南方にいる僚

船２隻の他に船舶が見当たらなかったので、後部甲板に移動し、甲板

員Ａと共に次の操業に備えて網の準備作業を行っていた。 

船長Ａは、０８時００分ごろ、衝撃を感じて船首方を確認したとこ

ろ、Ａ船の船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突したのを認めた。 

Ａ船は、船長Ａが本事故の発生を所属する漁業協同組合に連絡し、

Ｂ船を三重県志摩市安乗
あ の り

漁港にえい
．．

航した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、引縄釣り漁を行う目的で、２８

日０４時３０分ごろ三重県志摩市甲賀
こ う か

漁港を出港し、伊良湖岬南東方

沖の漁場に到着後、約６knの速力で自動操舵により北進しながら操業

を開始した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、右舷前方に潮目を見つけたので右転して北東進

したのち、左舷船首方にＡ船を視認し、Ａ船とは横切り関係にあり、

Ａ船がＢ船の進路を避ける立場なので、いずれＡ船がＢ船を避けると

思い、針路及び速力を保持して航行を続けた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、操舵室後方の左舷側の椅子に腰を掛け、魚群探

知機を見ていたところ、Ａ船が左舷船首方至近に接近していることに

気付いたので機関を後進としたものの、左舷船首部とＡ船の船首部と

が衝突した。 

Ｂ船は、船首部に破口が生じ、船長Ｂが自力での航行が困難なので

船長Ａにえい
．．

航を依頼し、安乗漁港に入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参

照） 

 その他の事項 船長Ａは、平成１７年ごろから他の漁船に船長、甲板員として乗り

組んで三重県沖及び静岡県沖の海域で操業を行い、平成３０年７月ご

ろから本船に船長として乗り組み、主として本事故発生海域で操業を

行っていた。 
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船長Ａは、後部甲板で網の準備作業に集中しており、周囲の見張り

がおろそかになっていたと本事故後に思った。 

船長Ａ及び甲板員Ａは、救命胴衣を着用していなかった。 

船長Ｂは、貨物船の乗船経験が約３４年で、漁船の乗船経験が約２

１年あり、本事故発生海域を幾度も航行した経験があった。 

船長Ｂは、汽笛を吹鳴するなど、早期に衝突を避けるための動作を

取れば良かったと本事故後に思った。 

Ｂ船の引縄釣り漁は、両舷から各２本（操舵室後部及び船尾部）の

竿
さお

を出し、竿から道糸、ヒコーキ等（擬似餌に動きをつける漁具）、

擬餌針とつながっている８本の仕掛けを海中に投入して行っていた。

（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 引縄釣り漁概略図 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、伊良湖岬南東方沖を南南東進中、船長Ａが、後部甲板で網

の準備作業に意識を向けて航行を続けたことから、Ｂ船に接近してい

ることに気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、伊良湖岬南東方沖を北東進中、船長Ｂが、左舷船首方にＡ

船を認めた際、Ａ船が左方から右方に横切る態勢であったので、いず

れＡ船がＢ船を避けると思い、魚群探知機に意識を向けて同じ針路及

び速力で航行を続けたことから、衝突を避ける動作が遅れ、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 

原因  本事故は、伊良湖岬南東方沖において、Ａ船が南南東進中、Ｂ船が
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道糸 

ヒコーキ 

擬餌針 潜航板 

約 13ｍ 

約 18ｍ 

約 25ｍ 

約 40ｍ 

引索 

ロケット 

Ｂ船 
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北東進中、船長Ａが後部甲板で網の準備作業に意識を向けて航行を続

け、また、船長Ｂが、いずれＡ船がＢ船を避けると思い、魚群探知機

に意識を向けて同じ針路及び速力で航行を続けたため、両船が衝突し

たものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・航行中は、操舵室を離れずに目視及びレーダーにより常時適切な

見張りを行うこと。 

・他船に対して継続的な見張りを行い、必要に応じて汽笛の吹鳴等

を実施し、衝突を避けるための措置をとること。 

・甲板上で作業を行う場合には、救命胴衣を着用すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 

 

 

 


